
最
高
本
給
の
引
き
上
げ
は
評
価
で
き
る

と
し
て
も
、
IN
／
IO
へ
の
昇
格
者
が
昇
格

前
よ
り
約8

0
,
0
0
0

円
も
下
が
る
可
能
性

の
あ
る
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
行
制

度
と
同
じ
よ
う
に
昇
格
者
は
最
低
で
も

昇
格
前
レ
ベ
ル
か
ら
ス
タ
ー
ト
で
き
る
制

度
と
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

恣
意
的
な
査
定
で
大
幅
な
賃
金
ダ
ウ
ン

の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
な
制
度
改
訂
は

納
得
が
い
き
ま
せ
ん
。

労
働
組
合
が
主
張
す
る
と
お
り
処
遇
制

度
の
根
幹
を
成
す
も
の
で
す
。
５
段
階
評

価
か
ら
３
段
階
評
価
に
か
え
ら
れ
、
昇
給

率
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
中
、
過
大
な

幅
の
あ
る
昇
給
額
（率
）
は
問
題
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
申
し
入
れ
内
容
の
２
．
と
し
て

｢

こ
れ
に
伴
い
労
使
交
渉
の
あ
り
方
を
見

直
し
が
必
要｣

と
あ
る
が
ど
の
様
な

｢

見

直
し
が
必
要｣

な
の
か
あ
き
ら
か
に
し
て
い

く
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
時
金
に
対
し
て
は

従
来
の
年
間
５
ヶ

月
を
中
心
に
最
低
で
も
４
ヶ
月
を
確
保
し
、

賃
金
の
後
払
い
と
し
て
安
定
的
に
取
り
き

る
と
の
組
合
の
主
張
で
す
。
6

月
と
12

月
の
定
額
の

一
時
金

（基
本
業
績
賞
与
）
と
は
別
に

月
報
者
の
み
に
３
月
と
９
月
に

支
払
わ
れ
て
い
た
Ｓ
Ｔ
Ｉ
（短
期

の
金
銭
的
な
報
奨
）
を
組
合
員

に
も
対
象
と
す
る
賞
与
制
度
と

す
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
こ
と

で
す
が
、
こ
の
点
で
も
従
来
か

ら
組
合
が
主
張
し
て
き
た
賞
与

は
賃
金
の
後
払
い
と
し
て
の
一

時
金
だ
と
い
う
原
則
の
も
と
、

従
来
の
一
時
金
と
は
別
原
資
と

し
て
、
会
社
の
一
方
的
で
恣
意

的
な
評
価
を
許
さ
な
い
納
得
で

き
る
透
明
性
の
あ
る
評
価
制
度

と
大
幅
な
査
定
幅
が
で
な
い
よ

う
な
仕
組
み
が
必
要
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

現
在
、

扶
養
親
族

一
人
に
つ
き

1
1
,
0
0
0

円
、
子

供
に
つ
い
て
は
上
限
を
設
け
ず
支
給
さ
れ

て
い
る
が
こ
れ
を
廃
止
し
本
給
に
繰
り
入

れ
る
と
い
う
改
訂
で
す
。
「ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
応
じ
て
増
加
す
る
家
計
の
支
出
を
補

う
た
め
に
設
け
て
い
る
手
当
で
あ
り
、
そ
の

趣
旨
を
鑑
み
て
本
給
繰
り
入
れ
に
よ
る
制

度
廃
止
は
適
切
で
は
な
い
」
と
の
組
合
の

主
張
通
り
で
す
。
そ
も
そ
も
今
回
の
家
族

手
当
廃
止
は
、
会
社
の
主
張
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｐ

（成
果
に
応
じ
た
報
酬
）
と
も
相
い
れ
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

裏
面

「表
面
以
外
の
Ｈ
Ｇ
Ｓ
Ｔ
諸
制
度

改
訂
主
要
内
容
」を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

今
回
の
会
社
の
改
訂
申
し
入
れ
の
ね

ら
い
は
な
ん
で
し
ょ
う
か

第

一
に
、
Ｐ
Ｆ
Ｐ
の
名
の
も
と
に
大

幅
な
賃
金
格
差
を
つ
け
る
こ
と
。
こ
れ

で
は
生
活
設
計
が
な
り
た
ち
ま
せ
ん
。

ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
格
差
社
会
と
な

っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
二
に
、
い
ま
ま
で
労
働
組
合
が
営
々

と
し
て
積
み
上
げ
て
き
た
細
か
い
項
目

の
労
働
条
件
、
手
当
、
補
償
を
簡
略
化

と
の
掛
け
声
で
削

っ
た
内
容
と
な

っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
春
闘
は
今
回
の

改
訂
も
関
係
し
て
大

切
な
闘
い
と
な
り
ま

す
。
す
で
に
、
Ｈ
Ｇ
Ｓ

Ｔ
労
組
は
、
４
０
０
０

円
の
定
昇
を
含
む
春

闘
要
求
を
会
社
に
提

出
し
て
い
ま
す
。

意

見
を
組
合
と
と
も
に
、

日
立
懇
に
も
お
よ
せ

く
だ
さ
い
。
と
も
に
闘

い
ま
し
ょ
う
。

裏面にその他主要な改訂項目

を説明しています
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定
額
か
ら
定
率
へ

本
給
改
訂
方
式
の

変
更
で
も
査
定
幅
拡
大

ＨＧＳＴが諸制度改訂の申入れ

給
与
レ
ン
ジ
の
拡
大
、

専
任
職
給
与
レ
ン
ジ

一
本
化
で

査
定
幅
が
拡
大

ねらいは査定幅の拡大、諸制度の廃止では？

一
時
金
方
式
の
変
更
で
も

査
定
幅
拡
大

ＳＴＩ （3月、9月支給）の計算式

（本給×6ヶ月 ＋ 基本業績賞与）×ＳＴＩ ﾚﾍﾞﾙ別支給率（％）

家
族
手
当
の
本
給
繰
り
入
れ
は

成
果
主
義
と
相
い
れ
な
い

そ
の
他
の
主
要
な
改
訂
項
目

会
社
の
ね
ら
い
は

な
ん
で
し
ょ
う
か

春
闘
と
合
わ
せ
、

労
働
条
件
低
下
を

許
さ
な
い
た
た
か
い
を



改訂項目 会社の申入れ内容 問題点？

処遇-7 業務手当の廃止
ＩＮ・ＩＯの２０時間分の固定残業代支給を
やめ実作業時間分とする

ＨＩワーク制度がそのままであり、全体としてもサー
ビス残業はなくす方向になるのでしょうか？

処遇-8 本給調整金を廃止、本給へ編入 本給調整金を廃止、本給へ編入 受給者がわかるような仕組みが必要なのでは？

福利-1 カフェテリアプラン廃止 一律年５万円を福利手当として支給

福利-2 住宅融資、利子補給制度見直し 新規借入者からは利子補給を行わない
今後高金利になることも予想されることから制度そ
のものは残す必要はないか？

福利-4,5
寮制度見直し、社宅制度廃止、
住宅手当見直し

採用者は入寮後２年まで、社宅制度は廃
止し、住宅手当の見直し
　単身者一律 　　　25,000円
　有扶養者一律　　40,000円

入寮期限２年は短すぎるのでは？
社宅と同レベルの住宅手当が必要では？
新規に賃貸住宅に入居の場合の初期費用の保障
が必要では？

勤務-2 年次有給休暇付与日数拡充
特別年次有給休暇を廃止して
一律２４日とする

年休を取りづらい状況の改善が必要では？
人員不足、交代勤務などで、年休取得は後退傾向

勤務-4 公務休暇取得事由見直し

議会議員の公務遂行、その他公職の公務
遂行も認められない。
認められるのは、裁判員など公的機関か
らの出頭を命じられたときのみ。

議員他公職の公務遂行が認められないのはおかし
いのでは？

勤務-6 出産見舞金、産前休暇の短縮
出産見舞金は廃止、
産前休暇は８→６週に短縮

出生率減少のなかで、時代の要請に遅れているの
では？
産前８週間は、企業の常識、母体保護の立場にた
てば条件悪化はおかしいのでは？

勤務-7
遅刻･早退・私用外出における
賃金の一部歩引き見直し

本給４０％歩引きから１００％歩引きへ
制度を利用しての、
病気、歯科治療の条件が悪くなる

勤務-8
私傷病休職期間見直し、
復職支援の拡充

復職支援における会社支援制度の拡充
どのような制度なのか、会社と詰めていく必要があ
るのではないでしょうか？

勤務-10 配偶者海外転勤休職制度の廃止
配偶者が海外勤務となった場合に
休職できる制度の廃止

影響が大きいのでは？

勤務-11 リターンエントリー制度の廃止
出産、育児、介護など、配偶者の転勤の
ために退職する社員に会社が再雇用や就
職先を斡旋などを行う制度の廃止

会社のほうで選別しているのか、現状でもこの制
度が利用できる人は限られているようです。しか
し、この制度が必要な人が少ないわけではありま
せん。
さらに拡充が必要な制度ではないでしょうか。

勤務-12 勤務関連諸手当の見直し

特別賃率、常駐手当、駐在手当、
応援手当、寮勤務手当、養成手当、
現場代理人加算、主任指導員加算、
繰替勤務手当、業務手当
以上廃止
時間外勤務手当、休日勤務手当、
ＨＩワーク手当及び法定休日勤務手当、
交替制勤務手当、変則交替勤務手当、
宿日直手当、年末年始手当、呼出手当
以上は現行通り

廃止になる手当については、別手当など
なんらかの補償処置が必要なのではないでしょう
か。
ＨＩワーク手当が残ることで、サービス残業が残るこ
とが心配されます。

勤務-13 国内出張・転勤旅費の簡素化

長期派遣・実習旅費の廃止
着後手当は発生した出張費経費及び宿泊
経費の全額相当額に一本化
諸経費の対象変更
（サイクル変更に伴う電気器具および風呂
釜の移設費用は廃止）

出張すると赤字になるという声があります。
この際、充実を要求したらどうでしょうか？
長期派遣・実習旅費の廃止によって影響を受ける
人がいないのでしょうか。
サイクル変更に伴う電気製品の買替え費用
（50Hz→60Hz地域に転勤の場合など）、風呂釜の
移設費は当然必要な経費でしょう。
また幼稚園の再入園料（現行8万円）にふれていな
いのはなぜでしょうか。

表面以外のＨＧＳＴ諸制度改訂主要内容

去る２月１３、14日、神奈川春闘共闘主催

の春の総行動が全県で繰り広げられ、西湘

労連でも地域内の大企業要請が行われま

した。２月14日、日立情IP事業部小田原事

業所には、西湘労連議長、副議長の2名と

電機・情報ユニオンから1名が入り、10項目

の要請を行いました。

昨年10月1日に発足した新会社日立情報

通信マニュファクチャリング（ＨＩＴＭ）は、情

ＩＰ事業部から製造部門を切り離し、情ＰＦ事

業に関わる３事業部の製造部門を集約して

設立されました。そこへ異動されなかった従

業員は日立ＣＴＭへ出向中の従業員だけ

でも、百数十名に及んでいます。日立情ＩＰ

事業部神奈川事業所だけでも、新会社設

立前に、「自己再開発支援制度」などを利

用し、４３名もの正規従業員が退職に追い

やられています。しかも制度利用の面談で

は「あなたはもう会社にとって

必要がない」「あなたは出向か

ら戻っても居場所がない」などの人権無視の

退職強要を受け、職場を追われいます。

このようなリストラを目的にした退職強要を

止め、雇用の確保をするよう申し入れました。

またＨＩＴＭの親会社・日立情IP事業部が

グローバル企業として人権を重視するＣＳ

Ｒ経営の見本を示すよう併せて要請しまし

た。

神奈川労連・西湘労連で情IP事業部小田原事業所に要請


